
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

３
月
１
日
日
～
７
日
土

【
令
和
７
年
度
防
火
標
語
】

急
ぐ
日
も　
足
止
め
火
を
止
め　
準
備
よ
し

▼
消
防
本
部
予
防
課　
☎
23‐４
０
７
４

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

情
報
伝
達
訓
練

　

地
震
や
津
波
・
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
に
備

え
、
全
国
一
斉
の
訓
練
を
行
い
ま
す
。
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
消
防
庁
か
ら
全
国
に

発
信
さ
れ
た
訓
練
情
報
を
、
市
内
の
防
災
行
政

無
線
や
防
災
ア
プ
リ
か
ら
伝
達
し
ま
す
。

日
時：２
月
６
日（
金
）午
前
11
時
ご
ろ

▼
防
災
対
策
課　
☎
23‐３
５
４
８

寄
付

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
11
月
28
日
、
シ
エ
ン
プ
レ
株
式
会
社　

代
表

取
締
役　
佐
々
木
寿
郎
様
か
ら
田
原
市
企
業

版
ふ
る
さ
と
納
税
と
し
て
、
雇
用
の
創
出
・

就
労
促
進（
ス
マ
ー
ト
農
業
の
推
進
）の
た
め
、

金
一
封
。　

▼
12
月
12
日
、
田
原
市
文
化
遺
産
地
域
活
性
化　

実
行
委
員
会　
会
長　
長
神
利
行
様
か
ら
地

域
の
文
化
財
の
普
及
啓
発
の
た
め
、
市
内
小

中
学
校
お
よ
び
図
書
館
な
ど
へ
冊
子
１
１
３

冊
。

▼
12
月
12
日
、
株
式
会
社
リ
ン
ネ　

代
表
取
締

役　
大お

お
だ
け嶽
安
奈
様
か
ら「
飼
い
主
の
い
な
い
猫

不
妊
去
勢
手
術
費
補
助
制
度
」に
対
す
る
支

援
の
た
め
、
金
一
万
円
。

◦
税軽

自
動
車
税
の
異
動
届

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
軽
自
動

車
な
ど
を
所
有
・
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
課
税

さ
れ
る
税
金
で
す
。
車
両
の
譲
渡
・
売
却
・
盗

難
・
廃
棄
・
所
有
者
の
死
亡
な
ど
で
、
す
で
に

使
用
や
保
有
を
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
て

も
、
届
け
出
を
行
わ
な
い
限
り「
台
帳
上
の
所

有
者
」と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
届
け
出
が
お
済
み
で
は
な
い
方
は
、
３

月
中
旬
頃
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
原
動
機
付・特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
、小

型
特
殊
自
動
車
】

▼
税
務
課　
☎
23‐３
５
１
０

【
軽
二
輪
、小
型
二
輪
】

▼
愛
知
運
輸
支
局
豊
橋
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　
☎（
０
５
０
）５
５
４
０‐２
０
４
９

【
軽
自
動
車
】

▼
軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管
事
務
所
豊
橋
支
所

　
☎（
０
５
０
）３
８
１
６‐１
７
７
１

　
【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

広
報
た
は
ら
1
月
号
15
ペ
ー
ジ「
た
は

ら
ス
ナ
ッ
プ
」の
氏
名
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

誤
：
吉
井
大
和　
→　
正
：
吉
居
大
和

▪
火
災
予
防
の
４
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
し
な
い
、
さ
せ
な
い

・
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を

置
か
な
い

・
火
を
使
う
と
き
は
、
そ
ば
を
離
れ
な
い

・
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、
不
要

な
プ
ラ
グ
は
抜
く

▪
火
災
予
防
の
６
つ
の
対
策

・
ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
な
ど
は
安
全
装
置
の

付
い
た
機
器
を
使
用
す
る

・
火
災
警
報
器
を
定
期
的
に
点
検
し
、
１０
年

を
目
安
に
交
換
す
る

・
部
屋
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
、
衣
類
お
よ

び
カ
ー
テ
ン
は
、
防
炎
品
を
使
用
す
る

・
消
火
器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確
認  

し
て
お
く

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
、
避

難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に
確
保
す
る

・
訓
練
へ
の
参
加
、
戸
別
訪
問
な
ど
に
よ
り
、

地
域
ぐ
る
み
の
防
火
対
策
を
行
う

▪
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
と
管
理

　

消
防
法
で
、
全
て
の
住
宅
に「
住
宅
用

火
災
警
報
器
」の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和8年2月│    │17

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


